
漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 58条において読み替えて準用する同法第 42条第 1

項の規定に基づき、山形県漁業調整規則（令和２年県規則第 66 号）第５条第１項第 11 号

に掲げる張網漁業につき、山形県漁業調整規則第 12条第１項各号に掲げる事項に関する制

限措置を次のように定める。 

令和４年 12月１日 

                         山形県知事 吉村 美栄子 

１ 張網 

（１）許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他の制限措置 
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操業区域１（遊佐町吹浦地

区） 

1山形県遊佐町に住所を有

する者 

 

2 山形県の漁船登録を受

けた漁船の使用者 

 

0 

 

操業区域２（鶴岡市三瀬地

区） 

1山形県鶴岡市三瀬に住所

を有する者 

 

2 山形県の漁船登録を受

けた漁船の使用者 

 

（２）許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  定めなし 

 

別記 操業区域 

   地区ごとの操業区域は次のとおりとする。 

    １ 遊佐町吹浦地区 操業区域は、次のⅠ、Ⅱ及びⅢの海域とする。 

   （世界測地系表記） 

    Ⅰ 次のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄによって囲まれる海域 

（漁業時期 12月１日～翌年５月 14日） 

     Ａ．北緯３９度０４．７３１分、東経１３９度４８．１９８分 

     Ｂ．北緯３９度０５．０１１分、東経１３９度４６．９９８分 



     Ｃ．北緯３９度０４．１７１分、東経１３９度４６．８６８分 

     Ｄ．北緯３９度０３．８６１分、東経１３９度４８．１９８分 

    Ⅱ 次のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄによって囲まれる海域 

（漁業時期 12月１日～翌年５月 14日） 

     Ａ．北緯３９度０７．８５０分、東経１３９度４９．５９８分 

     Ｂ．北緯３９度０８．３６７分、東経１３９度４７．２９８分 

     Ｃ．北緯３９度０７．５５１分、東経１３９度４７．０９８分 

     Ｄ．北緯３９度０７．０６１分、東経１３９度４９．２９８分 

    Ⅲ 次のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄによって囲まれる海域（漁業時期５月 15日～８月 31

日） 

     Ａ．北緯３９度０７．８５０分、東経１３９度４９．５９８分 

     Ｂ．北緯３９度０７．４７０分、東経１３９度４９．３６８分 

     Ｃ．北緯３９度０７．２６１分、東経１３９度５０．２９８分 

     Ｄ．北緯３９度０７．６７０分、東経１３９度５０．３７８分 

 

   ２ 鶴岡市三瀬地区 操業区域は、次の海域とする。 

  次のＡ，Ｂ，Ｃによって囲まれる海域 

    （世界測地系表記） 

  Ａ．北緯３８度４３．２７０分、東経１３９度３８．４６６分 

     Ｂ．北緯３８度４３．５４３分、東経１３９度３７．９６７分 

     Ｃ．北緯３８度４３．７０１分、東経１３９度３８．２０９分 


